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７   会議の概要  

委員長    ただいまから議会運営委員会を開会いたしま

す。  

      本日は、竹田委員から、都合により欠席する

との連絡がありましたので、御報告いたしま

す。  

      まず、委員会記録の署名委員に髙田委員、成

田委員を指名いたします。 

      本日の協議事項は、お手元に配付のとおりで

あります。  

      まず、大きな協議事項１番目の、１２月定例

会の運営についてのうち、１つ目の令和３年

１２月の期末手当に関する議案等についてで

あります。  

      このことについては、先ほどの議案説明会に

おいて、財務部長から説明がありましたとお

り、条例案件１件、承認案件１件について、  

      １２月定例会初日の１２月１日（水曜日）に 

先議されたいとのことであります。 

      これらの案件について、議長は、所管する総

務文教委員会へ付託するとの判断を示してお

られます。  

      そこで、これらの案件については、１２月定

例会初日に、所管の総務文教委員会へ付託し、 

      委員会審査終了後、直ちに討論・採決を行う 
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      ことといたしたいと思いますが、そのように

進めることとしてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

      ここで、本件に対する議案質疑、討論の通告

期限について確認しておきたいと思います。  

      まず、議案質疑の通告期限については、定例

会開会日の前日、１１月３０日（火曜日）の  

午後５時まで、討論の通告期限については、  

      １１月２９日（月曜日）の午後５時までを第

一期限に、これと対になる立場での討論の通

告期限が１１月３０日（火曜日）の正午まで  

      となりますので、御承知おき願います。 

      次に、２つ目の本会議の進め方についてであ

ります。 

      お手元の資料に沿って１２月定例会初日、１

２月１日の本会議の進め方について、事務局

より説明させます。 

議事調査課長 〔資料「招集日（令和３年１２月１日（水）  

      ）本会議の進め方（案）」により説明〕 

委員長    それでは、お諮りいたします。  

１２月１日の本会議の進め方につきましては、 
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ただいま事務局から説明のありましたとおり、

進めることとしてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

       ここで、私のほうから、一般質問の通告期限

についてお伝えいたします。  

前回、１１月１日の本委員会で確認いたしま

したとおり、１２月定例会の一般質問の通告

書につきましては、定例会初日、１２月１日

の正午までが提出期限となっております。 

      しかし、先ほど議題となっておりました先議

に係る議事運営を考慮いたしますと、１２月

１日の本会議の終了時間は午後となる可能性

もあることから、一般質問を予定されている

議員におかれましては、通告期限に十分注意

していただきますよう、お願いいたします。  

       次に、３つ目の、新型コロナウイルス感染症

対策についてであります。 

            県内では、新型コロナウイルスの新規感染者

が大幅に減少しており、県独自の警戒レベル

も、去る１０月４日にステージ１に引き下げ

られています。  

      そこで、令和３年１２月以降の議事運営等に

ついて、まず、お手元の資料裏面の②ウの網
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かけ部分、委員会における議案及び報告以外

のその他の質問の通告制については元に戻し

てはどうかと、また、（３）①の網かけ部分、

支援者への傍聴の呼びかけの自粛については、 

解除してはどうかと考えておりますが、その

ように進めることとしてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

      また、ただいまの決定を受けて（３）②の網

かけ部分については、「傍聴受付及びホーム

ページで傍聴の際は感染対策を徹底するよう

周知する。」に変更したいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

      今ほど説明しました箇所を修正した資料を、

本委員会終了後、改めて全議員へ棚入れいた

します。 

      次に、大きな協議事項２番目の、議会改革検

討調査会の協議結果についてであります。 

      このことについては、議会改革検討調査会の

座長から議長を通じて、お手元に配付のとお
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り、協議結果についての報告を受けておりま

すので、まず、事務局から説明させます。 

議事調査課長 〔資料「議会改革検討調査会の協議結果につ  

      いて」により説明〕  

委員長    今ほど事務局から説明がありましたが、本委 

      員会に回付されました「一般質問（一問一答 

      ）」について、本日、最終的な結論を出した

いと思います。  

      なお、この項目につきましては、報告書にも

ありますように、一問一答方式の質問を選択

した場合にも、当局に対して自分の意見を述

べる機会は現状でも与えられているという意

見が大勢を占めたということであります。 

      つきましては、この議論を受け、この項目に

ついては現行どおりとすることとし、今後と

も、議員おのおのが一問一答形式の趣旨を十

分に理解した上で一般質問をされるよう進め

ていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

      なお、先ほど事務局からの説明にもありまし
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たが、この項目について協議した際に質問予

定書と発言通告書の記載内容について精査す

べきとの意見があったということです。 

      そこで、このことについては１２月定例会中

の本委員会で改めて協議を行いたいと考えて

おりますので、御承知おき願います。 

      以上で、本日の協議事項は全て終了いたしま

した。 

      次回の議会運営委員会は、１２月２日（木曜

日）午前１０時から開催いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

      これをもって、本日の議会運営委員会を閉会

いたします。 
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     令 和 ３ 年 １ ２ 月 定 例 会 

（令和３年１１月２４日） 

議 会 運 営 委 員 会 記 録 署 名 

委 員  長   舎  川 智 也  

署名委員  髙  田 真 里  

署名委員  成  田 光 雄


